
はい

￤

￤

↓

はい

￤

￤

↓

￤

￤

￤

￤

￤いいえ

￤

￤

￤

↓

￤

￤いいえ

↓

現在、稚内市から児童手当（特例給付）を受給していますか？

住民票上で、別居している

高校生年代の児童はいますか？
所得の高い方の住所地は

稚内市ですか？

いいえ

- - - - - - - →

所得の高い方の住所地に

お問合せください。￤

はい￤

↓

￤

￤いいえ

↓
はい

￤

￤

↓

① 手続き必要
こども課窓口にお越しください。

１８歳～２２歳までの兄姉がいて、

その子を含め３人以上の児童を

養育していますか？

かつ、１８歳～２２歳までの子に

*１経済的な負担はありますか？

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤

￤いいえ

↓

高校生年代を養育していますか？ 児童を養育している方が父と母の場合、

所得の高い方の職業は公務員ですか？

はい

---→
勤務先（所属先）に

お問合せください。

住民票上で別居している児童

（高校生年代まで）がいますか？

はい

---→ ② 手続き必要
こども課窓口にお越しください。

￤

￤いいえ

↓￤

￤

￤

￤

はい￤

￤

￤

￤

↓

￤

￤いいえ

↓ １８歳～２２歳までの兄姉がいて、その子を

含め３人以上の児童を養育していますか？

かつ、１８歳～２２歳までの子に

*１経済的な負担はありますか？

手続きは

不要です

￤

はい￤

↓

￤

￤いいえ

↓

A　手続き必要
【監護相当・生計費の負担につい

ての確認書】の提出が必要です。

B　手続き必要
【認定請求書】と【監護相当・

生計費の負担についての確認

書】の提出が必要です。

C　手続き必要
【認定請求書】の

提出が必要です。

【手続き確認フローチャート】 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

*１ 経済的負担… 

同居、別居に関わらず、 

子の学費や食費、家賃などの 

生活費の少なくとも一部を親が 

負担していること 

 

 

 

※ ①、②の方はこども課の窓口での手続きとなりますが、やむを得ず来庁ができない方は稚内市のホームページに 

様式を掲載しておりますので、ご自分でダウンロードして申請していただくか、案内文書等を郵送しますのでこども課 

までご連絡ください。 

 

必要な提出書類と添付書類について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A に該当する方 

・監護相当・生計費の負担についての確認書 

B に該当する方 

・児童手当認定請求書 

・請求者の健康保険証の写し 

・振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し 

・請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは 

個人番号通知書の写し 

・監護相当・生計費の負担についての確認書 

C に該当する方 

・児童手当認定請求書 

・請求者の健康保険証の写し 

・振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し 

・請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは 

個人番号通知書の写し 


